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 ■補助対象者
　市内に事業所を有し、北斗市商工会と一体となっ
て経営計画を策定し、継続的な指導のもと事業に取
り組む事業者
 ■補助対象経費
　国の「小規模事業者持続化補助金」で交付決定を受
けた経費

　「新しい生活様式」を踏まえた市民活動、町内会活動
等が行えるように、町内会の感染予防対策の実施に必要
な経費として、１町内会に10万円を定額交付します。
　感染拡大を予防するための衛生用品等の調達や、感
染予防にかかる広報・啓発などの取組みを支援します。
　交付手続きについては、各町内会へ案内を送付しま
す。

 ■補助率
　補助対象経費の８分の１を補助（上限あり）
 ■申請手続き
　国の「小規模事業者持続化補助金」について交付決
定後に、市へ補助金の申請をすることができます。
　詳しくは、市公式ホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。

　市では、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、国の「小規模事業者持続化補助金（一般型）・
（コロナ特別対応型）」を活用する小規模事業者等に対して、上乗せ支援を行います。

北斗市小規模事業者緊急支援事業補助金

 ■対象事業者
　市内に事業所を有する中小企業者で、風営法に規
定する営業をしていないこと並びに市税等の滞納が
ないことが条件です。
　なお、複数の中小企業者が合同で１件の広告掲載
を行う場合も対象とします。

 ■対象となる経費
　次に掲げるものを対象としますが、令和２年12月
までに掲載開始となることが条件です。
①道南いさりび鉄道が所有する列車内への広告（網
　棚上、中吊り）掲載に要する経費（30日間を限度）
②函館バスが所有するバス車内への広告（窓吊り、額
　面）掲載に要する経費（30日間を限度）
③広告印刷に要する経費（市内に事業所を有する印
　刷会社に発注したものに限る。）

 ■補助金額
　最大30万円。ただし、補助金の交付は、同一事業者
につき、１回限りとします。
 ■申請方法等
　事業開始前に事業計画書等を市に提出いただき、
補助金の交付決定を行います。
　広告掲載後、事業実施報告書等を市に提出いただ
き、補助金を交付します。
 ■広告掲載に関する相談先
　車内広告の掲載方法、掲載料等の詳細については、
各交通事業者にお問い合わせください。
・道南いさりび鉄道株式会社　☎83-1977
・函館バス商会株式会社　☎46-6131
 ■その他
　予算の範囲内での補助金交付となるため、お早め
にお申し込みください。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者の経営改善に向け、道南いさりび鉄道と函館バスの車内
広告掲載に要する経費の一部を助成します。本制度の活用をぜひご検討ください。

　北斗市で実施される新たな支援制度等についてお知らせします。
　市では、予測される今後の感染拡大局面に備えつつ、感染予防対策と日常生活の両立により、社会経済活
動を回復させ、さらに持続させていけるよう取り組みます。

公共交通車内広告掲載事業者支援補助金

町内会活動感染症予防対策支援交付金

問 市役所水産商工労働課商工労働係[内線285～287]

問 市役所市民課市民係［内線112・113］

問 市役所企画課企画係［内線236］

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市
内交通事業者に対し、今後の事業継続に資すること
を目的として１法人等あたり10万円、バス１台あた
り10万円、車両（バス以外）１台あたり５万円の持続
化支援金の給付を行います。
　対象の事業者へは個別に案内を送付します。

交通事業者持続化支援金

問 市役所企画課企画係［内線238］

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に細心の注
意を払いながらも利用者への各種サービスを提供し
続ける市内保健医療福祉関係事業者に対し、１法人
等あたり25万円、１事業所あたり５万円の応援金を
給付します。
　対象の市内事業者へは個別に案内を送付します。

保健医療福祉関係事業者応援給付金

問 市役所保健福祉課福祉サービス係［内線153］

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に細心の注
意を払い、市内外の児童の安全確保に努めていただ
いた市内の保育所、幼稚園、放課後児童クラブの従事
者に対し、１人あたり５万円の慰労金を給付します。
　慰労金は勤務先の事業所を通して給付します。

保育所等従事者慰労金

問 市役所子ども・子育て支援課保育係［内線164］

　新型コロナウイルス感染症の第３波に備え、症状
が類似するインフルエンザの流行を最小化し選別を
容易にするため、全市民が無償でインフルエンザ予
防接種を受けられるようにします。
　実施時期になりましたら、改めて広報等でお知ら
せします。

インフルエンザ予防接種事業

問 市役所保健福祉課健康推進係［内線152・154］

　新型コロナウイルス感染症への感染を警戒し外出
を控えていた市民のみなさまに対し、体力回復、健康
維持を図るため運動教室を開催します。
　実施時期になりましたら、改めて広報等でお知ら
せします。

コロナに負けない大人のための身体づくり教室

問 市役所保健福祉課健康推進係［内線152・154］

　新型コロナウイルス感染症の影響により減少して
いるスポーツ合宿の利用団体数の回復を図るため、
１泊あたり50％の宿泊費（上限５千円）の助成を行
います。

スポーツ合宿誘致事業

問 市役所観光課観光係［内線282・283］

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市
内宿泊施設への支援を行うため、１泊あたり50％
（上限５千円）の割引支援を行います。
　事業開始時期は、新型コロナウイルス感染症の状
況を見ながら決定します。

ほくと宿泊施設応援事業

問 市役所観光課観光係［内線282・283］

お店の紹介に鉄道やバスの
車内広告を活用しませんか？

問 市役所社会福祉課統括係[内線179]

※基準日（令和２年４月27日）時点で北斗市に住
　民登録がある方で、特別定額給付金の申請書が
　届いていない方や申請書を紛失して申請でき
　ない方、その他申請手続きでお困りの方は、至
　急、下記までお問い合わせください。

　申請期限までに申請いた
だけない場合は、特別定額
給付金の給付が受けられま
せん。
　期限が迫っておりますの
で、お忘れないよう申請し
てください。

特別定額給付金（一律10万円）の
申請はお済みですか
申請期限：８月17日㈪※消印有効

　新型コロナウイルス感染症の影響により縮小傾向
にある地域経済の活性化を図ることを目的として、北
斗市商工会が事業主体となり、北斗市内で利用でき
るクーポン券を、北斗市民のみなさまへ配付します。
　地域への応援と積極的なご利用をよろしくお願い
します。
●配付対象者／令和２年７月１日時点で北斗市
　に住民登録がある方
●クーポン額面／一人につき３千円
●利用期間／令和２年８月７日㈮～10月31日㈯
●配付方法／８月上旬までに郵送します。
※令和２年７月１日時点の住民登録されている
　住所へ送付します。
※利用可能店舗については同封のチラシをご覧
　ください。

ほくと地域応援券

問 北斗市商工会　☎73－2408
■クーポン券の利用・利用可能店舗に関すること

問 市役所水産商工労働課[内線284～287]
■配付対象者に関すること


